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１ 策定の趣旨 

 

 人口減少・施設の老朽化等、公営企業をめぐる経営環境が厳しさを増す中で、 

計画的かつ合理的な経営を行うことによる収支の改善等を通じた経営基盤の強

化が不可欠となっております。 

このため、那珂川町水道事業は、総務省通達「経営戦略策定ガイドライン」

に沿って、平成３０年度から平成３９年度までの１０年間を計画期間とする那

珂川町水道事業経営戦略を策定しました。 

本計画は、経営と資産の現状分析と将来予測を行い、財務と投資の両面につ

いて、中長期的な方向性を明らかにし、予算や事業計画策定の際の基本指標と

して活用することにより、今後も、独立採算性の原則に基づく経営を持続させ

ることを企図しています。 

 なお、本計画の内容は必要に応じ見直しを実施し、乖離がみられる場合は適

合した内容に更新します。 

また、町ホームページで公開し、誰もが閲覧できるものとします。 

 

２ 水道事業の概要 

 

本町の水道事業は、旧馬頭町が昭和３８年、旧小川町が昭和４３年にそれぞ

れ給水を開始しました。その後、生活水準や、社会情勢の変化に対応するため

給水区域の拡張を重ねながら生活環境の向上に寄与してきました。 

現在、上水道事業と９つの簡易水道事業の合計１０事業を経営し、普及率は

９７．７％に達しています。 

事 業 名 創設年月 
計画給水人口 

    （人） 

計画１日最大 

給水量（ｍ３） 

上水道 S38. 2 １０,０００  ５,０００   

中部地区簡易水道 S43. 5 ４,８１０  １,７００   

北部地区簡易水道 S52. 4 １,２９０  ３９９   

南部地区簡易水道 S53.12 １,２５０  ２５９   

東部地区簡易水道   S54. 4 ３,７１０  １,３５０   

小砂地区営農飲雑用水   S56. 6 １,４０５  ５６２   

西部地区簡易水道 S60. 4 ４００  ８０   

富山地区簡易水道  S61.12 ５３０  １３３   

矢又地区簡易水道  S62. 5 ４００  １００   

大那地地区簡易水道  H 3. 5 ３００  ７５   
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３ 経営の状況と今後の見通しについて 

 

（１）これまでの経営健全化の取り組み 

 

 これまで経営の健全化へ向けて様々な取り組みを行ってきましたが、その主

なものは次のとおりです。 

 

①水道料金の統一 

 経営の基盤強化と受益に応じた負担の公平性を確保するため、水道料金を平

成２３年３月１日から段階的に改定し、平成２６年３月１日に全事業の料金を

統一しました。 

 

②企業債の繰上償還 

 過去に借入をした高い利率の企業債について、公的資金補償金免除繰上償還

制度等を活用して、平成１９年度から平成２５年度の７年間で４億３，０００

万円の繰上償還を実施し、支払利息を１億４００万円軽減しました。 

 

③会計統合、法適用化 

 平成２９年度から簡易水道事業８事業に公営企業法の財務規定を適用し、先

行して法適用をしていた上水道及び簡易水道事業１事業と会計を統合しました。 

現金の収支状況のみでなく、資産と負債の状況や設備投資した資金の回収状

況などについても記帳を行う、企業経営に適した経理方式を全事業に適用した

ことで、町全体を単位する精度の高い経営分析が可能となりました。 

 また、経理方式の統一により事務の効率化も図られました。 

 

④民間ノウハウ等の活用 

メーター検針や水質検査業務を民間に委託することにより、コスト削減を図

ってきました。漏水調査についても専門的技術や経験の蓄積がある民間業者へ

委託し、漏水箇所を早期発見することにより、有収率の向上を図っています。 

また、平成２６年度からは水道施設の点検業務を民間委託し、電気関係など

の専門知識を有する技術者が機器の点検を行うことで、不具合を未然に察知し、

機械設備の事故数を減少させています。 
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（２）経営の状況について 

 

経営の状況について、平成２７年度決算に基づく経営収支比率は１４２．９

８％（旧簡易水道事業特別会計は１２２．４４％）となっております。 

これは、本業の収入である給水収益などの営業収益のみで、経営に係る経費

（人件費や維持管理等の必要経費）を賄えている状況を示しています。 

また、毎年経常利益（黒字経営）を計上しており、法適用事業の全国平均９

２．７６％と比較して、経営の収支状況は一見すると良好です。 

  

この経常収支比率は平成２３年度から年々増加していますが、その主な要因

は、企業債償還利子と減価償却費の支出が急激に減少しているためです。 

償還利子の減少は、高い利率の企業債を繰上償還し、低い利率で借換えをし

たことによる影響が一部はありますが、減価償却費ともに急激に減少している

ことから、施設が老朽化しただけで、企業債を財源とした施設の更新を計画的

に行えていない状況を示しています。 

今後、計画的に企業債借入と施設更新を行うことで、減価償却費は増加しま

すが、給水収益は減少する見込みのため、総体的には経営状態が悪化する傾向

にあります。 
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 次に、施設更新の自主財源や経営の運転資金となる内部留保資金の状況です

が、事業の財務安全性や支払能力の指標である「流動比率」（＝流動資産／流

動負債）は、平成２９年４月時点で１５７．３％となっており、県内では最低

の水準です。 

また、現金残高は１億８，６００万円で、県内平均から大きく差のある最低

水準となっています。 

経営規模の大小があり市町単位の単純平均と比較することは難しい面もあり

ますが、県内で町が経営する水道事業の現金預金の平均額は８億４，５００万

円となっており、施設更新の準備資金である内部留保資金が極端に不足してい

る状態といえます。 

今後、内部留保資金を増やし、施設更新の自主財源を増やし、財務安全性を

高めてゆくことが必要な状況です。 
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（３）企業債の状況について 

 

 企業債の元金償還額について、簡易水道事業債償還元金への一般会計繰出金

充当後の実質負担額は、平成３０年度が７，７９８万円で、平成３９年度には

４，１５２万円（減少率53.2％）へ減少します。 

企業債償還元金の財源となる減価償却費は、平成３０年度の９，２７１万円

から平成３９年度には６，７６２万円（減少率72.9％）へ減少します。 

企業債残高も、今後急速に減少し、平成３０年度の１２億８，７６１万円か

ら平成３９年度には６億８，８７４万円になります。 

 今後の経営を安定させる為に、企業債の借入を計画的に行い、起債償還額が

平準化する方向へ調整してゆく必要があります。 

 一方で、給水収益は減少を続ける見込みであるため、平準化する水準につい

ても検討する必要があります。 
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（４）水道料金の概要 

 

本町の水道料金は、平成２３年３月１日に改定され、平成２６年３月１日か

らは全事業統一単価での料金制度が施行されました。 

料金体系は、口径別の料金制度で、従量料金は使用水量に応じて単価が高く

なる逓増制を採用しています。また、全ての口径で基本水量１月当り１０㎥を

付与しています。 

栃木県内での料金順位は、基本料金が３位、１ヶ月で１５㎥使用した場合の

料金は１位で、非常に高い水準となっています。 

 

（５）給水人口、水需要と給水収益の見通し 

 

国立社会保障人口問題研究所による推計では、行政区域内人口が減少すると

予想され、併せて水道使用水量についても減少する見込みです。 

工場や観光施設等の行政区域内人口と使用水量が直結しない使用者も存在し

ますが、有収水量が人口減少に比例して単線的に推移すると仮定した場合、平

成２９年度見込水量の１，５３１，０００㎥が、平成３９年度には、１，３０

４，０００㎥へ減少すると見込まれます（減少率85.1％）。 

この減少に比例して、料金収入も同水準で減少する見込みです。 
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（６）組織と人材育成について 

 

 水道事業を運営する組織の現状と今後の課題は次のとおりです。 

 

①効率的な組織の整備 

上下水道課は、水道事業会計、下水道事業及び農業集落排水事業特別会計の

３会計を所管しており、事務職９名（課長１名含む）、技術職２名の合計１１

名で運営しています。 

適正適材な人員配置を確保するとともに、施設保守点検業務や管路の漏水調

査等の民間委託内容の再検討を含めて、更なる業務の効率化を進める必要があ

ります。 

 

②人材の育成 

水道事業を経営していくためには、地方公営企業関係法令に基づく会計実務

や財務諸表を理解分析し、経営状態を正確に把握するとともに、水道施設の機

械設備の操作や水道管路網を熟知し、適切な維持管理と緊急時に迅速な対応を

行う高い専門性と豊富な経験を備えた職員の育成が不可欠です。 

全国的にも課題となっていますが、熟練職員の大量退職期を迎えており、技

術の継承を確保することが優先事項となっています。 

これらの理由から、各種研修会に積極的に参加するなどして、職員の知識と

技術力の向上に努めます。 

 

③定員管理 

水道事業会計は事務職５名（課長１名含む）、技術職２名の合計７名の人件

費を支出しています。 

課内の配置状況は、課長、課長補佐、水道係４名、業務係１名で、職員１名

当りの給水人口は２，３２８人、営業収益は５，００４万円となっています。 

 栃木県の平均は、職員１名当りの給水人口が４，６６４人、営業収益が８，

５２９万円で、決算規模が類似する事業体と比較しても職員数が多い水準とな

っており、今後人員数の適正化を行う必要があります。 
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４ 水道施設の状況と今後の更新について 

 

（１）水道管路について 

 

本町の、平成２９年度末時点での水道管路（導水・送水・配水管）の総布設

延長は、２６０kmとなっており、布設時期では昭和５０年代から昭和６０年代

に布設された管路が多く、全体の５３％を占めています。その管路のほとんど

が、後発の簡易水道事業のもので、開業時に布設した管路です。

 

水道管路の法定耐用年数は４０年ですが、平成２９年度現在、布設後４０年

年以上経過している管路延長は２９ｋｍ（全延長の１１％）で、平成３９年度

には、１３３ｋｍ（全延長の５１％）に増加します。 

これまでは漏水が多発する管路や道路改良に伴う布設替を行っておりました

が、今後は、老朽管も計画的に布設替を行ってゆく必要があります。
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水道管路２６０ｋｍを、法定耐用年数４０年を基準に更新してゆく場合、直

近の平成２９年から平成６８年までの４０年間で必要となる更新費用は、１０

８億９，４００万円になります。 

また、直近の１０年間では、１３３ｋｍの布設替を行うこととなり、更新費

用は５４億３，０００万円が必要になります。 

 水道事業の平成２８年度決算では、更新工事の自己資金となる建設改良積立

金は１億２，７００万円であり、法定耐用年数を基準として管路を更新してい

くことは経営上困難な状況です。 

 

 

 

 法定耐用年数は、設備投資した資金を回収する期間でもあり、現実には、法

定耐用年数に満たずに故障する設備もありますが、多くは法定耐用年数以上に

使用が可能です。 

このため、設備の使用実績に基づく実利用年数や、各種統計を活用し、実態

に即した更新基準を設定し、更新計画を策定し、将来の更新経費を平準化する

必要があります。 
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（２）水道施設、設備について 

 

 本町には、主要な水道施設として、地下水の水源が２５ヶ所、浄水場が１１

ヶ所あります。 

 水道を供給するための地形的条件が不利な地域が多く、加圧ポンプ場等の小

規模施設を含めると、全体で９３の施設が設置されています。 

 

 

 

その施設内には、ポンプや水位計流量計等の計器類、機器操作盤等の電気計

装類等、機械設備が４６３基設置されています。 

これら機械設備を全て更新する場合には、２４億３，０００万円の更新費用

が必要になります。 

老朽化の状況は、設備の区分数で１８２基、費用ベースで全体の５６％にあ

たる１３億８，３００万円相当の設備が法定耐用年数の２倍を経過しています。 

平成３９年度には、費用ベース全体の８７％にあたる２１億３，５００万円

相当の設備が法定耐用年数の２倍を経過することになります。 

これまで修繕を繰り返して稼働を続けてきましたが、部品供給が無い設備も

多くあることから今後速やかに更新を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

－１０－ 



 

 機械設備の更新を、法定耐用年数（１０年～１６年）に基づいて行う場合に

は、すでに老朽化が進んでいることから、直近の５年間で２２億４４２万円の

更新費用が必要となります。 

 更新費用が膨大となるため、水道管路と同様に、法定耐用年数に代わり、実

使用年数等を勘案した独自の更新基準を設定し、更新費用を平準化する必要が

あります。 

 

 

また、現在、基幹構造物の耐震性の調査を行っており、調査結果によっては、

耐震化工事を実施することになり、機械設備に加えて建物と構築物の更新費用

が増加する見込みです。 
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（３）更新基準の設定について 

 

 これまでの状況分析から、施設の更新を、法定耐用年数に基づいて行う場合、

平成３０年度から平成３９年度までの１０年間で、水道管路が６２億８，７０

０万円、機械設備は２５億４，９００万円の更新費用が必要になります。 

 しかし、水道管路や機械設備の多くは、法定耐用年数を経過しても使用が可

能であり、財務上の観点からは、更新費用を平準化する必要もあります。 

 このため、国等から示されている統計資料や当町の実使用年数を参考にして、

本計画上の更新基準となる年数を次のとおり定めます。 

 

①水道管路       ６０年   ②ポンプ設備     ２２年  

③流量計、水位計    ２５年   ④監視制御設備    ３０年 

⑤受変電配電等電気設備 ４０年   ⑥圧力タンク１㎥以上 ４０年 

 

①機械設備の更新経費 

 機械設備について、この更新基準で更新を行う場合、直近１０年間で必要な

更新費用は１７億１，３００万円となり、直近１ヶ年では８億８，６００万円

となります。 

 耐用年数の２倍を超えるものがほとんどであるためで、早急に更新をする必

要がありますが、財務上、単年度での更新は不可能です。 

 更に、平成３０年度から３９年度の１０年間で更新費用を年１億７，１３０

千円に平準化して実施した場合は、減価償却費が毎年１，００８万円増加する

ため、現在の料金収入では、減価償却費を支出できない償却不足の経営状態に

陥り、経常損失を計上することになります。 
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このため、直近１年間で必要な更新経費８億８，６００万円に該当する設備

を優先して更新し、今後１０年間で更新経費を年８，８６０万円に平準化して

実施し、毎年の減価償却費増加額を５２１万円に抑制します。 

また、更新の際には、供給地域の水需要を把握し、機械性能の適正化、スペ

ックダウンを行い更新経費の抑制に努めます。 

 

②水道管路の更新経費 

水道管路について、この更新基準に基づいて更新する場合、直近１０年間で

は更新の必要がなくなりますが、これは法定耐用年数の１．５倍を更新基準と

しているためであり、平成３０年度から平成４９年度までの２０年間では１２

億７，７００万円が必要になります。 

今後は、重要性の高い導水・送水管の更新を優先して行い、平成３０年度か

ら平成４９年度までの２０年間分の更新費を平成３０年度から３９年度の１０

年間で、年１億２，７７０万円に平準化して実施します。 

この管路布設替により、減価償却費は毎年３１５万円増加します。 

 

 

・更新による減価償却費増加額 10,089千円＝171,300千円×0.95×0.062 
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・更新による減価償却費増加額 毎年 8,372千円 

機械設備  88,600千円×0.95×0.062＝ 5,218千円 

水道管路 127,700千円×0.95×0.026＝ 3,154千円 

５ 経営の基本方針 

 

（１）基本理念 

 

給水区域内の人口減少、節水機器の普及等により料金収入が減少してゆく一

方で、施設及び管路の更新等に毎年多大な費用が必要となり、年々、経営環境

は厳しくなっていきますが、「将来にわたって安全で安定した水道」を基本理

念として経営を行います。 

 

（２）基本方針 

 

 １．安心・安全な水の供給 

   水需要に応じた余裕のある水源確保を行い、適切な水質検査を実施し、

水質の安全性確保に努めます。 

 ２．安定した水の供給 

   老朽化した施設を計画的に更新することで安定した給水を確保します。 

 ３．健全で効率的な経営 

   事務事業の効率化やコスト縮減により経営改善を行い、経営の健全化図

ります。設備投資については、長期的かつ効率的な資産管理に資するため

にアセットマネジント分析を定期的に実施し、建設改良費の平準化を図り

つつ重要度・老朽度に応じた施設更新を計画的に行います。 

 ４．自然環境の保全 

   建設工事については発生材の再利用やリサイクル材の利用を推進すると

ともに、機械設備の更新時には直近の水需要から、適正性能を検討し、環

境負荷の軽減を図ります。 
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６ 投資財政計画 

 

 これまでの分析に基づき、今後１０年間の営業と設備投資の目標値を設定し、

投資財政計画を作成しました。主要な収入支出科目の内容は次のとおりです。 

 

（１）収益的収入及び支出について 

 

①収益的収入 

   料金収入・・・・水道料金は改定せず、据え置きで試算している。 

有収水量予測は、将来人口減少率に応じた単線的減少  

で推計し、料金収入はＨ30-39比較で86.7％に減少する。 

 

   他会計負担金・・一般会計からの基準内繰出金として、簡易水道事業 

債償還利子の１/２を計上している。 

 

   長期前受金・・・国県等補助金で取得した資産の減価償却費相当額で 

資産老朽化に伴い年々減少する。 

 

②収益的支出 

 

   職員給与費・・・１０年以内で人件費１名分の減少を目標とする。 

 

   経費・・・・・・動力費や修繕費、施設保守点検委託料等の営業に関 

する経費で、機械設備のスペックダウン等により削 

減に努め、Ｈ30-39比較で87.9％の減少を目標とする。 

 

   減価償却費・・・償却不足や欠損金が出ないよう、毎年の設備投資額と

経常収支のバランスに配慮することとし、Ｈ30-39比較 

で116.3％増の水準に抑えることを目標とする。 

 

   支払利息・・・・企業債償還金は５年内に急激に減少することから、 

新規の企業債を計画的に発行し、償還金の平準化を 

行うＨ30-39比較で114.6％増の水準を目標とする。 

   

   流動資産・・・・現金を増加させ、支払能力を改善するとともに建設 

改良積立金を増額し、想定外の施設故障の際の補正 

財源を充実させる。 

－１５－ 



 

－１６－ 

（単位：千円）

年　　　　　　度 前年度

区　　　　　　分
決 算
見 込

１． (A) 347,809 345,720 340,741 335,460 330,409 325,128 320,077 315,026 310,204 305,153 300,102

(1) 346,187 344,098 339,119 333,838 328,787 323,506 318,455 313,404 308,582 303,531 298,480

(2) (B)

(3) 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622

２． 62,344 59,662 59,880 51,591 49,724 46,640 46,635 44,451 42,032 40,364 35,084

(1) 3,600 5,400 4,251 3,925 3,649 3,379 3,093 2,799 2,563 2,357 2,165

3,600 5,400 4,251 3,925 3,649 3,379 3,093 2,799 2,563 2,357 2,165

(2) 58,744 54,262 55,629 47,666 46,075 43,261 43,542 41,652 39,469 38,007 32,919

(3)

(C) 410,153 405,382 400,621 387,051 380,133 371,768 366,712 359,477 352,236 345,517 335,186

１． 308,986 309,518 312,379 311,260 315,306 314,479 304,206 306,130 308,328 310,469 308,448

(1) 57,392 57,527 57,600 57,600 57,600 57,600 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100

25,866 26,157 26,200 26,200 26,200 26,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200

31,526 31,370 31,400 31,400 31,400 31,400 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900

(2) 104,281 105,010 103,509 102,032 100,577 99,145 97,736 96,350 94,985 93,643 92,322

37,856 38,668 38,281 37,898 37,519 37,143 36,771 36,403 36,038 35,677 35,320

19,907 18,981 18,791 18,603 18,416 18,231 18,048 17,867 17,688 17,511 17,335

2,361 2,361 2,337 2,313 2,289 2,266 2,243 2,220 2,197 2,175 2,153

44,157 45,000 44,100 43,218 42,353 41,505 40,674 39,860 39,062 38,280 37,514

(3) 147,313 146,981 151,270 151,628 157,129 157,734 161,370 164,680 168,243 171,726 171,026

２． 19,541 18,992 18,871 18,937 18,987 19,021 19,111 19,424 20,065 20,882 21,767

(1) 19,541 18,992 18,871 18,937 18,987 19,021 19,111 19,424 20,065 20,882 21,767

(2)

(D) 328,527 328,510 331,250 330,197 334,293 333,500 323,317 325,554 328,393 331,351 330,215

(E) 81,626 76,872 69,371 56,854 45,840 38,268 43,395 33,923 23,843 14,166 4,971

(F) 0

(G) 1,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

(H) △ 1,000 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750

80,626 75,122 67,621 55,104 44,090 36,518 41,645 32,173 22,093 12,416 3,221

(I)

(J) 208,999 243,142 266,175 289,850 308,152 325,269 345,550 366,108 381,363 389,455 389,546

21,000 20,000 19,800 19,602 19,405 19,210 19,017 18,826 18,637 18,450 18,265

(K) 117,143 105,685 104,798 109,373 107,811 105,599 101,750 96,701 96,931 99,120 101,528

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

(M) 347,809 345,720 340,741 335,460 330,409 325,128 320,077 315,026 310,204 305,153 300,102

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 未 払 金

営業収益－受託工
事 収 益

(A)-(B)

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

繰越利益剰余金又は累積欠損金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

支

出

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

基 本 給

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受託工事収益

そ の 他

営 業 外 収 益

負 担 金

他 会 計 負 担 金

営 業 外 費 用

そ の 他 負 担 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

営 業 費 用

職 員 給 与 費

投資・財政計画（収益的収入及び支出）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度



（２）資本的収入及び支出について 

   

①資本的収入 

 

   企業債・・・・・毎年、150,000千円を上限として計上している。 

内訳は管路更新工事に100,000千円、機械設備更新工事 

に50,000千円として、償還方法は管路が30年(5年据置) 

機械が16年（3年据置）としている。 

    

他会計出資金・・一般会計からの基準内繰出金として、簡易水道事業債 

償還元金の1/2を計上している。 

    

   国庫補助金・・・既に実施が決定している上水道の送水管布設替工事に

は、国庫補助事業を財源活用する予定で、補助率は1/3

を見込んでいる。 

   

②資本的支出 

 

    建設改良費・・・毎年215,000千円の工事費を上限として計上している。 

           内訳は管路の更新で127,000千円、機械設備の更新で 

88,000千円としている。 

 

   企業債償還金・・企業債償還金は5年内に急激に減少することから、新規 

の企業債借入を計画的に行い、元金償還額の平準化を行 

い、毎年の償還額が100,000千円を超えない水準となる 

よう設定している。 

 

   補填財源・・・・機械設備の更新を急激に進める為、減価償却費等の損 

益勘定留保資金が増加し、建設改良積立金等の利益剰 

余金処分額は減少する。 

設備投資した資金は順調に回収できる見通しだが、配 

水池等の基幹構築物の耐震化について必要な更新費が 

が現在のところ不明な状況にある為、この予備財源と 

して、Ｈ34から損益勘定留保資金の一部が内部留保され 

て、過年度分損益勘定留保資金が発生するように設定し 

てある。 
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－１８－ 

（単位：千円）

年　　　　　度 前年度

区　　　　　分
決 算
見 込

１． 188,500 166,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

２． 20,400 16,100 17,969 14,382 13,369 14,125 15,958 15,458 14,719 14,477 13,691

３．

４． 13,000 11,000 11,000

５． 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

６．

(A) 210,100 183,300 169,169 178,582 175,569 176,325 167,158 166,658 165,919 165,677 164,891

(B)

(C) 210,100 183,300 169,169 178,582 175,569 176,325 167,158 166,658 165,919 165,677 164,891

１． 252,915 221,713 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000

２． 105,543 94,085 93,198 97,773 96,211 93,999 90,150 85,101 85,331 87,520 89,928

３．

(D) 358,458 315,798 308,198 312,773 311,211 308,999 305,150 300,101 300,331 302,520 304,928

(E) 148,358 132,498 139,029 134,191 135,642 132,674 137,992 133,443 134,412 136,843 140,037

１． 88,599 92,719 95,641 103,962 111,054 114,473 117,828 123,028 128,774 133,719 138,107

２． 41,115 23,445 27,551 14,392 5,152 728

３． 18,644 16,334 15,837 15,837 19,436 19,436 19,436 19,436 19,436 19,436 19,436

(F) 148,358 132,498 139,029 134,191 135,642 133,909 137,992 142,464 148,210 153,155 157,543

0 0 0 0 0 △ 1,235 0 △ 9,021 △ 13,798 △ 16,312 △ 17,506

(H) 1,215,698 1,287,613 1,344,415 1,396,642 1,450,431 1,506,432 1,566,282 1,631,181 1,695,850 1,758,330 1,818,402

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前年度

区　　　　　分
決 算
見 込

3,600 5,400 4,251 3,925 3,649 3,379 3,093 2,799 2,563 2,357 2,165

3,600 5,400 4,251 3,925 3,649 3,379 3,093 2,799 2,563 2,357 2,165

20,400 16,100 17,969 14,382 13,369 14,125 15,958 15,458 14,719 14,477 13,691

20,400 16,100 17,969 14,382 13,369 14,125 15,958 15,458 14,719 14,477 13,691

24,000 21,500 22,220 18,307 17,018 17,504 19,051 18,257 17,282 16,834 15,856

うち基準外繰入金

合 計

平成３９年度

収益的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

資本的収支分

うち基準内繰入金

平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 平成３７年度 平成３８年度平成３２年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

企 業 債 残 高

平成３０年度 平成３１年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

国 県 等 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損益勘定 留保 資金

利益剰余 金処 分額

そ の 他

計

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

そ の 他

計

投資・財政計画（資本的収入及び支出）

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 平成３７年度 平成３８年度 平成３９年度



（３）収支計画上の投資について 

 

目標 収益的収支とのバランスをとるため、毎年度の設備投資額に上限を設

定し、投資額の中で老朽化した施設の更新を計画的に行う。 

更新基準の設定において分析検討したとおり、設備投資額を、毎年の収益的

収支において回収できる範囲内で平準化し、更新工事を実施します。 

なお、この財務計画に含まれる事業計画は次のとおりです。 

 

①施設の統廃合 

水道事業経営認可を１本化し、各浄水場からの給水区域の制限を撤廃し、

水供給の効率性を高め、コスト低減に資するため、施設の統廃合を行います。 

   具体的には、矢又浄水場の給水区域を矢又地区の中央部にまで拡大し、

上水道事業区域の矢又加圧ポンプ場を廃止します。 

②設備の合理化 

ポンプ等の機械設備の更新については、供給地域の水需要の動向を勘案 

し、機械性能の適正化を行い、更新経費と維持コストの低減を図ります。 

   具体的には、大那地浄水場からの給水区域を拡大し、東部地区簡易水道 

の大内加圧ポンプ場のポンプ性能を適正化した上で、移設します。 

また、配水地の更新経費は多額となるため、水需要に適合した加圧ポン 

プ場を新設することで、老朽化した配水池を廃止します。 

   これに基づいて、和見地区に加圧ポンプ場を新設し配水池を廃止します。 

 

（４）収支計画上の財源について 

 

目標 水道料金を現行水準で維持するよう努める。 

企業債の計画的借入により、毎年の償還金を平準化する。 

 

  水道料金は、栃木県内で１番の高水準であるため、可能な限り据え置くこ

ととし、現行水準を基礎に、水需要の減少予測に比例して積算しています。 

一般会計からの繰入金は、簡易水道事業債償還金への充当金など、国の定

める繰出基準に基づくもののみを計上しています。 

重要管路の耐震化のうち、既に実施を計画している上水道の送水管布設替工

事については補助制度を活用する予定で、国補助金を計上しています。 
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７ 投資・財政計画の今後の検討内容 

 

①今後、投資で検討が必要となる事柄は次のとおりです。 

民間資金・ノウハウ等の活用 施設運転管理業務の内容拡充 

料金徴収の民間業務委託 

施設設備の廃止・統合 隣接事業間での給水区域の見直しを引き続き検討する。 

施設設備の合理化 管路布設替時に水需要に適した管種・口径を検討する。 

施設設備の長寿命化等の投

資の平準化 

定期的にアセットマネジメントの検討を行ない、分析精

度を高め、逐次、投資額を修正する。 

広域化 栃木県主導により広域化の検討が始まっており、今後、

当町の課題を研究する。 

②今後、財源で検討が必要となる事柄は次のとおりです。 

料金 長期的な収支試算の精度を高めて、料金改定の必要性を

検討する。 

企業債 企業債残高を抑制するために、内部留保資金の状況を勘

案し、計画途中において、借入額に必要な修正を行う。 

繰入金 国の繰出基準に基づく繰入対象経費以外の経費で、町が

政策的に実施する事業に係るものについて、繰入対象と

することを検討する。 

③今後、投資以外の経費の点で検討が必要となる事柄は次のとおりです。 

委託料 委託内容の取捨等の検討を継続する。 

修繕料 機器点検や漏水調査を更に強化し、事故の未然防止によ

り修繕費の削減を図るとともに、修繕引当金の適正な算

定を行う。 

動力費 設備更新時のスペックダウンにより削減を進める。 

職員給与費 民間業務委託の内容拡充による人件費の削減効果を引

き続き検討する。 

 

８ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 

この那珂川町水道事業経営戦略は、毎年度、財務状況の進捗管理を行い、３

年から５年毎に経営戦略の達成度を検証し、実績との比較分析の結果、乖離が

大きい事態になった場合は、必要な修正を行います。 
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